
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員に対する歩合給 

Ｑ：当社は零細企業のため、役員も使用人

と同様の仕事をしています。そこでこのたび、

役員に対しても固定給のほか、歩合給（他の

使用人に対する支給基準と同じ基準で計算し

ます。）を支給しようと思うのですが、この

ようにすると、報酬が毎月変動してしまいま

す。そうすると、この歩合給は役員賞与（損

金不算入）となってしまうのでしょうか？  

 

Ａ：報酬（定期の給与）として取扱われま

すので、損金の額に算入できます。 

【解説】 

 報酬（定期の給与）とは、あらかじめ定め

られた支給基準に基づいて、毎日、毎週、毎

月のように月以下の期間を単位として規則的

に反復又は継続して支給される給与をいいま

す。ところで、役員に対する報酬であっても

役員と使用人が同様の仕事をしている場合に

は、固定給のほかに歩合給を採用する場合も

あると考えられますが、歩合給を支給すると、

毎月の報酬が定額にならないことから、報酬

には該当しないのではとお考えになるかもし

れません。しかし、税務においては、法人が

その役員に対して月俸、年棒等の固定給のほ

かに歩合給を支給している場合でも、その支

給が使用人に対する支給基準と同一の基準に

よっているときは、賞与ではなく、報酬とし

て取扱うこととされています。 

 したがって、ご質問の場合、歩合給の支給

基準が使用人と同じであれば、報酬として取

扱って差し支えないものと思われます。  
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